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２０１８年６月２２日
電力広域的運営推進機関

経過措置解除基準の考え方について

資料４
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 中長期的に電力需要の大幅な増加は見込まれない中での再生可能エネルギーの導入拡
大下において、供給力や調整力を出来る限り低コストで確保・活用する仕組みが必要と
なってくることを背景に、電力広域的運営推進機関（広域機関）は従来の課題に加え、新
たな課題として「需給調整市場」、「容量市場」及び「コネクト&マネージ」について優先的に
検討を進めている。

 今回、本研究会で議論されている経過措置料金（規制料金）の解除基準の考え方のうち、
「十分な供給余力の存在」及び追加的に考慮すべき論点について、提示させていただく。

広域機関の取組と検討について

現 状

送配電コスト上昇
（電力流通設備の利用率低下）

調整力の減少
（設備の高経年化、新増設の減少）

・広域系統長期方針の策定
・広域系統整備計画の実施
・地域間連系線利用ルール
（間接オークションの導入）
・日本版コネクト＆マネージの検討

・調整力公募
・需給調整市場の検討
・容量市場の検討・運営

広域機関
の取組

課 題
（懸念）

 省エネの推進
（電力需要の減少～横這い）

 再生可能エネルギーの大量導入
（電源接続ニーズの偏在・増大）

 広域メリットオーダーの実施
（調整電源（火力発電等）の稼働率低下）

調整電源送配電設備
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 小売全面自由化以降、卸電力市場の取引拡大や、ＦＩＴ制度等に伴う再エネの導入拡大によって、電
源投資の予見性が低下し、中長期的に、国全体で必要となる供給力・調整力を確保するための設備
の新設や維持が困難になっていく懸念が想定される。こうした懸念に対応するため、①あらかじめ市
場管理者（広域機関）が需要のピーク時に電気を確実に共有できる供給力（kW）を確保し、②実需給

時の能力に応じて、発電事業者に一定の費用を支払うことで投資回収の予見性を高め、適切な発電
投資を促す容量市場が２０２０年度に開設され、２０２４年度に容量確保が開始される予定。

 また、２０１８年３月に広域機関が取りまとめた「平成３０年度供給計画」に係る経済産業大臣への意
見（本資料１２頁参照）において、中長期のエリア別供給予備率は、中央３エリア（東京、中部、関西エ
リア）に加え、その他のエリア（特に、東北、四国、九州エリア）においても、８％を下回る年度があるこ
とが示された。また、経年火力の休廃止など供給力の減少傾向が今後も急速に進むものと想定する
と、容量市場による容量確保が開始する２０２４年度を待たずに需給ひっ迫することが現実的な問題
として懸念されることが示された。

 容量市場による容量確保が開始される２０２４年度以降は中長期的に必要な供給力が確保されてい
くものと考えられる一方、それまでの間は必要な供給力を確実に確保することが必要と考えている。

「十分な供給余力の存在」についての広域機関の考え方①
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 こうした中、本研究会の第６回会合において、事務局より、経過措置解除基準の考え方（案）が示され、
検討項目の一要素として、「十分な供給余力の存在」が挙げられている。

 先述のとおり、地域における供給予備力の水準については、安定供給確保の観点から最低限必要と
される８％も自然体では実現するのが難しいおそれが生じている状況。

 また、地域における供給予備力の水準が年々下がっており、仮に自由化（経過措置解除）された場合
もその後も年々下がっていく可能性がないとは言えず、自由化後の競争圧力確保の観点からはより
高い水準が必要と考えるのであれば、現実的な問題として一層実現困難なおそれがあると考えられ
る。

 したがって、経過措置解除基準の考え方に、以下の要素を追加することをどう考えるか。
○十分な供給余力の存在

・取引所のピーク時流動性。前提として、地域における発電能力の状況※４
※４いわゆる地域における供給予備力は安定供給確保の観点から最低限必要とされる水準を上回るものであ

る必要があるかどうか。

「十分な供給余力の存在」についての広域機関の考え方②
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低圧部門の市場構造

競争基盤の構築状況

競争的環境の持続性

市場支配的事業者（単独、集団）の有無その他市場の状況を踏まえ、旧一般電気事業者の低圧料
金の値上げに対する競争圧力が十分に存在する蓋然性があるか。
○当該地域の旧一般電気事業者の市場における地位
（旧一電シェアやスイッチング件数に占める旧一電の割合）
○有力※１で独立した競争者〇社の存在△％以上※２、３
※１低圧市場シェア△％程度以上を要すると考えるべきか。
※２競争者が当該地域の全域で営業するとは限らないことを考慮する必要があるか。
※３他地域の旧一般電気事業者が当該地域に参入する可能性をどのように考慮する必要があるか。

○十分な供給余力の存在
・取引所のピーク時流動性。前提として、地域における発電能力の状況※４
※４いわゆる地域における供給予備力は安定供給確保の観点から最低限必要とされる水準を上回るもので

ある必要があるかどうか。
・旧一般電気事業者（当該地域内外）から新電力への相対取引状況（取引条件、交渉状況等）

○その他（都市ガス事業又はLPガス事業からの競争圧力の程度等）

スイッチングを促進する上での競争基盤は十分に構築されているか。
○スマートメーターの普及度合（対低圧契約口数比）
○スイッチングの容易性(手続、期間）

競争的環境は継続的に確保されるか。
（例）不公正取引の状況、旧一電（発電部門）への電源アクセスの状況

詳細
検討項目

（全ての項目を総合的に勘案）

競
争
の
持
続
的
確
保

十
分
な
競
争
圧
力
の
存
在

消費者等の状況

電気のスイッチングについて、消費者等がどの程度の関心を持つか。将来的にどのように推移するか。
○現在の消費者の関心（認識可能な事業者数）
○現在の消費者の満足度（スイッチング実施・非実施の理由）
○スイッチング率（事業者内、事業者間）
○スイッチングによる価格変化等の予測可能性
○その他スイッチング率が上下すると考えられる要因の有無

低圧部門の市場行動
市場構造を踏まえ、実際に、競争圧力が顕在化しているか。
○新規参入者の参入状況および退出状況
○競争者を含め、自由料金の動向・協調行動の有無

1

経過措置解除基準の考え方（案）について

第６回競争的な電力・ガス市場研究会 資料３ 抜粋
を一部赤字修正



6（参考）中長期的な供給力確保の必要性について

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会（第２５回） 資料１－２ 抜粋



7（参考）一日の需給ロードカーブで見た自由化及び再エネ導入拡大下での対応

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会（第２５回） 資料１－２ 抜粋



8（参考）市場整備の方向性について

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会（第２５回） 資料１－２ 抜粋



9（参考）容量市場の概要

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会（第２３回） 資料４－３ 抜粋

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会（第２２回） 資料４－１ 抜粋



10（参考）容量市場の対象範囲と費用回収

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会（第１２回） 資料３ 抜粋



11（参考）容量市場における広域機関の役割と今後の検討の進め方

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会
電力システム改革貫徹のための政策小委員会（第２３回） 資料３ 抜粋



12（参考）平成３０年度供給計画の取りまとめにおいて抽出された現状の課題

（１）容量市場創設時及びその先を見据えた安定供給確保が必要

 昨年度、東京・中部・関西エリア（中央３エリア）において需給バランスが予備率８％を下回る年度があり、その要因について、
旧一般電気事業者（小売及び発電部門）は、離脱需要の増に応じて保有する供給力を減少させていく一方で、シェアを増や
した中小規模の小売電気事業者は、調達先未定などにより自らが確保する供給力の割合が低いことから、結果的にエリアの
予備率が減少していると分析した（５２頁参照）。

 本年の取りまとめでは、中央３エリアに加え、その他のエリア（特に、東北・四国・九州エリア）においてもその傾向がみられ、
エリアの予備率が減少していることがわかった。その結果、連系線を活用してエリア間で均平化した需給バランスにおいて、時
間帯によっては広範囲のエリアで予備率が８％を下回るという結果となった（５０頁参照） 。

 旧一般電気事業者（小売及び発電部門）からのヒアリングや、その他関連する情報などをもとに、経年火力の休廃止など供給
力を減少させている背景にある要因について考察すると、以下のとおり。

 旧一般電気事業者の小売部門（みなし小売電気事業者）では、自社から離脱していく需要（離脱需要）が現在と同じペー
スで年々増大した場合、２０２７年度（１０年先）では、全国計でエリア需要の２２％（中央３エリアでは２５％）になると想
定している状況。

 そのため、今回の供給計画では、みなし小売電気事業者のうち中央３社を含む５社からは、長期（１０年先）の供給力とし
て自社需要の１〜３％の予備力を保有するとの届出がなされており、それ以上の供給力については自社発電部門（発電
事業者）の発電余力として整理している状況。

 発電余力となっている電源は、競争力の劣る経年火力などであることから稼働率が低下し、さらに再生可能エネルギー
の導入拡大等を勘案すれば市場価格も低下することになり、発電余力の維持に必要な電源を限界費用で市場に投入
すれば維持できないケースが増えていくと推測しているのではないか。

 この傾向が今後も急速に進むものと想定すると、このままでは、容量市場による容量確保が開始する２０２４年度を待たずに
需給ひっ迫することが現実的な問題として懸念される（４８，４９頁参照）。このため本機関としては、将来の供給力の推移につ
いてこれまで以上に注視し、需給バランスの評価を確実に実施していく。あわせて、容量市場が機能するまでの間の供給力
を確実に確保するため、国とも連携をとりながら、制度的な措置を含めた具体的な方策について検討を進めていく。

 その際には、供給計画においてみなし小売電気事業者が長期の予備率を１～３％としていることと、かつて、みなし小売電気
事業者が自らの予備率について審議過程で提示した５％との整合性や、みなし小売電気事業者が本来確保すべき計画段階
での供給力のあり方についても併せて確認し、必要に応じて対応策等を検討することとする。

 また、平成２９年度の供給計画取りまとめにて容量市場創設の必要性について言及したが、このような至近の状況も踏まえ
れば、供給力が将来にわたり確実に確保される仕組みとしての容量市場の必要性が一層高まったものともいえ、本機関とし
ては、引き続き国と連携をとりながら、容量市場の具体的設計に傾注していく。

電力広域的運営推進機関 平成２９年度第５回評議員会資料 抜粋



13（参考）需給バランス評価（長期：２０１８～２０２７年度８月）

電力広域的運営推進機関 平成２９年度第５回評議員会資料 抜粋

 ２０１８年度から２０２７年度までの需要と供給力（８月１５時・全国合計）の見通しを参考
に下図に示す。全国大では、最も予備率が低い２０２１年度でも１０．３％と、いずれの年
においても８％以上となっている。



14（参考）需給バランス評価（長期：２０１８～２０２７年度）８月１７時の予備率

電力広域的運営推進機関 平成２９年度第５回評議員会資料 抜粋

２０１８～２０２７年度（夏季：８月１７時）の予備率 赤セル：予備率が８％未満のエリア・年度

 長期（2018年度から2027年度まで）の各エリア８月１７時の予備率は以下のとおり。
東京、中部、関西、四国、九州エリアで予備率８％を下回っている年度が１５時に比べて
多くなることがわかる。

 特に、２０２１年度は９社合計の予備率が８％を下回っている。

（注）８．０%を下回っているが四捨五入の関係で８．０％と
表記されているものも赤で記載

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
北海道 25.2% 21.6% 39.0% 37.5% 39.2% 39.4% 39.3% 39.5% 39.2% 50.1%
東北 12.6% 10.3% 15.6% 12.9% 13.5% 14.1% 14.6% 15.4% 15.5% 18.2%
東京 6.7% 7.0% 9.1% 5.9% 5.0% 9.6% 15.0% 15.2% 15.1% 14.1%
東日本
３社計

8.9% 8.5% 12.1% 9.1% 8.7% 12.3% 16.4% 16.7% 16.7% 17.1%

中部 8.1% 7.4% 5.3% 5.0% 8.4% 5.9% 2.9% 3.2% 3.6% 3.8%
北陸 14.7% 15.7% 13.9% 13.2% 13.0% 12.9% 12.8% 11.5% 11.4% 11.3%
関西 11.9% 11.6% 11.6% 4.3% 7.0% 9.8% 9.2% 6.2% 7.4% 7.5%
中国 19.8% 9.1% 17.9% 13.9% 14.6% 17.8% 17.7% 17.7% 17.8% 17.3%
四国 9.5% 6.7% 12.8% 2.5% -0.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.6% 9.7%
九州 6.8% 8.0% 7.2% 7.9% 9.1% 9.4% 10.4% 10.6% 10.7% 10.6%

中西日本
６社計

10.9% 9.4% 10.0% 6.7% 8.6% 9.7% 8.9% 8.0% 8.5% 8.6%

９社合計 10.0% 9.0% 10.9% 7.8% 8.6% 10.9% 12.3% 11.9% 12.2% 12.4%
沖縄 38.6% 36.8% 44.6% 43.7% 42.8% 34.1% 41.1% 40.1% 38.9% 30.5%

１０社合計 10.3% 9.3% 11.3% 8.1% 9.0% 11.1% 12.6% 12.2% 12.5% 12.6%



15（参考）需給バランス評価（長期：２０１８～２０２７年度）～連系線活用後～

電力広域的運営推進機関 平成２９年度第５回評議員会資料 抜粋

２０１８～２０２７年度（８月１７時）予備率（連系線活用後）

 ８月１７時の結果は下表のとおり。２０２１年度が北海道・沖縄を除くすべてのエリアで
予備率８％を下回っている状況。

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
北海道 21.8% 10.9% 28.3% 28.1% 28.8% 29.0% 28.9% 29.2% 28.9% 39.8%
東北 8.4% 8.5% 10.4% 7.2% 8.1% 10.4% 12.8% 13.0% 13.0% 12.9%
東京 8.4% 8.5% 10.4% 7.2% 8.1% 10.4% 12.8% 13.0% 13.0% 12.9%
中部 10.6% 9.3% 10.4% 7.2% 8.1% 10.4% 11.1% 10.2% 10.7% 10.6%
北陸 10.6% 9.3% 10.4% 7.2% 8.1% 10.4% 11.1% 10.2% 10.7% 10.6%
関西 10.6% 9.3% 10.4% 7.2% 8.1% 10.4% 11.1% 10.2% 10.7% 10.6%
中国 10.6% 9.3% 10.4% 7.2% 8.1% 10.4% 11.1% 10.2% 10.7% 10.6%
四国 10.6% 9.3% 10.4% 7.2% 8.1% 10.4% 11.1% 10.2% 10.7% 10.6%
九州 10.6% 9.3% 10.4% 7.2% 8.1% 10.4% 11.1% 10.2% 10.7% 10.6%

９社合計 10.0% 9.0% 10.9% 7.8% 8.6% 10.9% 12.3% 11.9% 12.2% 12.4%
沖縄 38.6% 36.8% 44.6% 43.7% 42.8% 34.1% 41.1% 40.1% 38.9% 30.5%

１０社合計 10.3% 9.3% 11.3% 8.1% 9.0% 11.1% 12.6% 12.2% 12.5% 12.6%



16（参考）平成３０年度供給計画と平成２９年度供給計画との状況比較①

電力広域的運営推進機関 平成２９年度第５回評議員会資料 抜粋
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中央３エリア（２０２１年度の計画状況）

旧一般電気事業者 その他事業者 調整力他

 昨年度と今年度の供給計画において、全国で予備率が最も低下する見通しの２０２１年度断面での旧一般電気
事業者と新電力の需要及び供給力の状況を以下に示す。

 中央３エリア（左図）は昨年同様、旧一般電気事業者の自社需要に対する確保済供給力比率が他エリアに比べて
低く、シェアを増やした新電力は確保済供給力の比率が少ないことから、エリア全体の予備率は低い傾向にある。

 その他７エリア（右グラフ）は昨年に比べて予備率が大きく低下している（下図③）。原因は、旧一般電気事業者の
シェアが下方修正となり（下図①）、それに合わせて、確保済供給力を減らしていること（下図②）が挙げられる。

昨年度供給計画 今年度供給計画

昨年度供給計画 今年度供給計画

中央３社
確保済
供給力
113.7％

その他
７社の
確保済
供給力
119.9％

①

③

②

（注１）エリア需要を１００％としたときの、需要電力と供給電力の内訳
（注２）調整力他には、ＦＩＴ送配電買取分等を含む
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電力広域的運営推進機関 平成２９年度第５回評議員会資料 抜粋
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石炭（新増設） ＬＮＧ（新増設） 石油他（新増設）

石炭（休廃止） ＬＮＧ（休廃止） 石油他（休廃止）

合計

新増設分

休廃止分

 中央３エリア以外のエリアの予備率が低くなった要因を分析するため、昨年度と今年度の火力発電
の今後１０年間の新増設及び休廃止計画を以下に示す。

 昨年度の計画に比べ、今年度の計画は、休廃止（特に石油火力の休廃止）の計画が大幅に増加
していることがわかる。

（注）石油他は、石油・ＬＰＧ・その他ガス・歴青質混合物の合計値

中長期の電源開発及び休廃止計画（設備量ベース、初年度からの累計値）

【昨年度計画】 【今年度計画】
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